
カラスに注意！カラスに注意！
　ごみ集積所がカラスに荒らされる被害が増えています。

　カラスは餌のある場所を何十か所も覚えることができ
るといわれています。一方で、嗅覚はそれほど発達しておらず、

主に視覚により餌を探します。
　そのため、一度カラスに覚えられてしまった集積所
は繰り返し被害を受けることも少なくありません。　

カラスに荒らされにくくする工夫

（この面のお問い合わせ先）　廃棄物対策課 (電話 0268-22－0666) （裏面もご覧ください）

工夫③工夫③

工夫②工夫②

工夫④工夫④エサとなる生ごみを減らすエサとなる生ごみを減らすエサとなる生ごみを減らすエサとなる生ごみを減らす

カラス除けネットを使うカラス除けネットを使う

ごみ収集日と時間を守るごみ収集日と時間を守る
①食品は「使い切る」「食べきる」

②生ごみは「水切り」してから出す

ごみ集積所にネット等が設置して
ある場合は、ネットでしっかり
ごみを覆いましょう。

決められた時間の直前にごみを出す
（地域によって8時、または8時 30分）例

え
ば…

生ごみはごみとして出す前に水切りし、なるべく
量を減らしましょう。市販の紙製の生ごみ水切り
袋を使用することも効果的です。　　

食品を「買いすぎない」「使い切る」「食べきる」
ことを心がけましょう。

例
え
ば…

例
え
ば…

おもりはしっかり
　　　　乗せよう！

●収集日の前日にごみを出すと長時間ごみが置かれ
ることとなり、カラスに狙われやすくなります。
●カラスは人通りの少ない早朝の時間帯にごみ集積
所を荒らすことが多いです。できるだけ決められた
時間の直前にごみを出すようにしましょう。

ネットは網目の細かいネットを使用しましょう。

「生ごみダイエット
  チャレンジ」HP

ごみ分別アプリ「さんあ～る」

工夫①工夫① 生ごみを見えにくくする生ごみを見えにくくする
①ごみ袋に生ごみを入れる際には、
　外から見えないように中心の部分
　に入れる

例
え
ば…

カラスは視覚でエサを探します。生ごみを袋に
入れる際は、できるだけ見えないように周りを
他のごみで隠すようにしましょう。

「工夫１」の紙製生ごみ水切り袋はカラ
スから生ごみを見えなくするのにも効
果的です。

②紙製の生ごみ水切り袋に
　入れる

生ごみの自家処理を！
収集日の確認は
　　「さんあ～る」で！

ポイント

ネットの端をおもりで押さ
える方法もあります。

（ネットに隙間があるとカラス
  が侵入します）

ios Android



〇接着剤、塗料を使用した合板など、化学処理された木材（建設廃材等）は、悪臭や有害物質発生の原
因となるため使用しないでください。

〇「暖炉」、「薪ストーブ」の設置に伴い、煙突の位置や高さ等に十分注意するとともに、新しく購入を
検討されている方は近隣への事前説明も検討してください。

〇薪は、十分に乾燥させてください。果樹などの剪定枝を使用する場合でも、十分に乾燥させてから  
使用してください。（針葉樹は半年以上、広葉樹は１年以上を目安に乾燥）

〇「暖炉」、「薪ストーブ」の保守点検、煙突掃除を定期的に行ってください。

薪ストーブ正しく使えてますか？

〇プラスチックや紙類、段ボール、ゴム、ビニール等の廃棄物の焼却は絶対に行わないでください。
〇十分に乾燥させたうえで、少量ずつ焼却を行う等、なるべく煙が出ないようにしてください。
〇ドラム缶や、基準を満たしていない焼却炉での焼却はやめましょう。
〇焼却を行う場合は事前に近隣の消防署へ連絡をしてください。
〇水や消火器等を準備し、すぐに消火できる状態としてください。
〇焼却中は絶対にその場を離れないでください。
〇最後に完全に火が消えたことを確認してください。

表面　　廃棄物対策課　　　　　　　　　22-0666
裏面　　上田市役所（本庁）  環境政策課　23-5120　　真田地域自治センター 市民サービス課　72-0154
　　　　丸子地域自治センター 市民サービス課　42-1216　　武石地域自治センター 市民サービス課　85-2312

家庭ごみや事業ごみなど廃棄物の焼却は、

                                 されています。

　家庭ごみや事業ごみなど廃棄物の焼却は法律により原則禁止とされています。
　例外として認められる焼却もありますが、認められた焼却であっても、焼却による煙やにおいで、
「洗濯物ににおいがついてしまった」、「窓が開けられない」、「家の中ににおいが入ってきてしまった」
等、近隣の方が困っている場合があります。
　なるべく焼却以外の方法（その場に野積みにする、もしくは可燃ごみとして出す等）
を検討しましょう。
やむを得ず焼却を行う場合は、下記の内容を御参考に周囲への御配慮をお願いいたします。

焼却を行う際の注意点焼却を行う際の注意点焼却を行う際の注意点焼却を行う際の注意点

法律に基づき禁止法律に基づき禁止

近年、「薪ストーブ」を新設される方が増えていますが、使用する皆様は、次の点に御留意ください。

適切な使い方を心掛け、皆が過ごしやすい環境をととのえましょう！！

薪ストーブの適切な使い方については、上田市のホームページにも
詳細を掲載しています。御参考にしてください。 ⇒


